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檜原学園緊急時対策マニュアル（保護者用） 

檜原村教育委員会  

檜原学園  

１．ねらい 

（１）このマニュアルは、檜原学園の児童・生徒の生命の安全を確保するための方策です。 

（２）檜原村教育委員会の指示のもと、校長の指揮に従い迅速に対応するためのものです。 

（３）教育委員会・学校・保護者が一層連携し、協力するための対応策です。  

 

２．在校時における学校の緊急対応  

 緊急時の連絡は、メール配信で行います。（未登録の方には、電話で連絡します。） 

 また、必要に応じて防災無線でお知らせします。 

 

（１）雨・雪の場合  ◎小学校・中学校共通  

  緊急に下校させる時や引き取りをお願いする時は、メール配信します。  

  （バスが不通になった場合は引き取りとなります。） 

 

（２）警戒宣言発令時の場合   

◎小学校  

 ①バスの運行状況にかかわらず、メール配信し、引き取りをお願いします。 

◎中学校  

 ①バスが運行可能の時は、集団下校。ただし、小学生に弟妹がいる場合は、必ず引き取り下校。 

引き取り場所は小学校です。 

 ②バスが運行不可能になった時には、メール配信し、引き取りにより下校。 

 

（３）下校時に危険を伴うような大地震の場合  ◎小学校・中学校共通  

 以下の震度状況に応じて、対応をメール配信します。 

 ①【震度５強以上の場合】学校に待機させ、児童、生徒を引き取りにより下校。 

  保護者の方は道路等の安全を確認した後、引き取りをお願いします。 

 ②【震度５弱以下の地震】安全が確認され、バスが運行可能な時は集団下校。 

  バスが不通になった場合は、引き取りにより下校。 

  

（４）学校が火災になった場合  ◎小学校・中学校共通  

 火災の状況に応じてメール配信し、児童・生徒を引き取りにより下校させる場合があります。 

 

（５）不審者が学校に侵入及び通学路に不審者が出た場合  ◎小学校・中学校共通  

 ①安全が確認され、引き渡しが可能になるまで、学校で待機させます。  

 ②状況に応じてメール配信し、引き取りにより下校させる場合があります。 

 ③状況に応じて教師引率のもと、集団下校させる場合があります。 

 

３．在宅・下校・登校時における学校の緊急対応  

 ①自宅待機の時には、メール配信します。（必要に応じて防災無線でお知らせします。） 

 ②登校下校時においては、バスの運転手の指示、村民の方の協力を仰ぎます。 

 ③登校できた児童・生徒は（３）大地震の場合と同じ対応です。 

 ※ＮＴＴが設置する「１７１（災害用伝言ダイヤル）」も家族同士の連絡にご活用ください。  


